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実施要領- 1 - 

 

１ 適用 

  本実施要領は、学校徴収金の収納管理を行うためのシステムの提供および管 

理・運用業務を委託するにあたり、安全かつ効率的・効果的に行うことができ 

る質の高い事業者（以下「受託者」という。）を公募型プロポーザル方式によ  

り選定するための手続きに関し、必要な事項を定めたものである。  

 

２ 趣旨・目的 

  君津市立小中学校（以下「学校」という。）では、教材費等の学校徴収金に

ついて、各学校がそれぞれ保護者等から徴収しており、徴収方法としては口

座振替、口座振込、現金徴収など様々である。  

  保護者等にとっては、学校指定の金融機関への口座開設、金融機関への口

座振替登録、残高の確認や資金移動のための金融機関への訪問、現金の準備

などが負担となっている。また、学校においては、保護者等の口座情報の収

集・登録、納入の通知や督促・催告、納入状況の確認、現金の取扱いなどの

収納事務が負担となっているだけでなく、高額な徴収金を扱うことから、管

理上の負担ともなっている。 

  そこで、本業務では、市内の学校に学校徴収金代行サービスを導入するこ

とによって、保護者等の利便性の向上及び職員の業務改善・不祥事防止を図

り、教育の質の向上につなげることを目的とする。  

 

３ 業務の概要 

（１）業務の名称 

君津市立小中学校学校徴収金代行システム業務  

（２）業務内容   

別紙「君津市立小中学校学校徴収金代行システム業務仕様書」のとおり 

（３）履行期間   

契約締結の日から令和８年３月３１日まで（予定） 

※上記期間中の業務が適正に履行され、本市からの改善要望等が受注者と  

 の協議により適切に反映されている場合においては、本市及び受注者の  

合意により翌年度も継続して契約を締結できるものとする。 
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（４）保護者におけるシステム利用料上限額 

保護者が支払うシステムの利用料として、年３回の引き落としを想定した  

場合、その額は児童・生徒１人あたり年額１，５００円（消費税及び地方消 

費税を含む）を上限とする。  

（５）システム利用料の支払い方法 

システムを利用して学校徴収金を納入する保護者が、納入金額とは別にシ  

ステム利用料を納入する。ただし、その額は（４）システム利用料上限額を  

超えてはならない。  

なお、支払い回数等については、学校と協議の上決定する。  

（６）システムを利用する学校  

   学校の実情等を踏まえた上で、希望する学校がシステムを利用できること  

とする。ただし、システム利用における効果や本業務の履行状況によっては、 

今後市内全学校が利用することも想定している。  

（７）学校の児童生徒数 ※令和７年５月１日現在  

小学校名 児童数 中学校名 生徒数 

君津市立八重原小学校 ２３３人 君津市立君津中学校 ５４０人 

君津市立南子安小学校 ４６２人 君津市立周西中学校 ２４８人 

君津市立周西小学校 ４４２人 君津市立周南中学校 ２０１人 

君津市立周西の丘小学校  ５２５人 君津市立周東中学校 １４１人 

君津市立貞元小学校 ３６４人 君津市立上総小櫃中学校  １３２人 

君津市立周南小学校 ３４１人 君津市立周西南中学校  ２３１人 

君津市立小糸小学校 ２７２人 君津市立八重原中学校  １８７人 

君津市立清和小学校 ３２人   

君津市立小櫃小学校 １３６人   

君津市立上総小学校 １１４人   

君津市立北子安小学校 １６３人   

君津市立外箕輪小学校 １３０人   

 

４ 選定方式 

  書類審査とプレゼンテーション審査による公募型プロポーザル方式とする。 
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５ プロポーザル参加資格要件 

  参加者は次の事項のうち（１）から（８）までの参加資格要件を参加表明書

提出時に満たしていることとする。 

なお、プロポーザルに参加する者が契約締結までの間に、参加資格要件を有  

しなくなった場合は、その時点で失格とする。  

（１）君津市入札参加資格者名簿において、下記の取扱種目及び取扱品目にす  

べて登録されている事業者であること。  

ア 取扱種目：情報処理、取扱品目：システム開発・ソフトウェア開発 

イ 取扱種目：情報処理、取扱品目：インターネット関連業務 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に  

該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立  

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の  

申立てをしていないこと。 

（４）営業停止処分を受けていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条の規定に該当しない者であること。  

（６）本市と同等以上の規模の自治体における業務実績を有すること。 

（７）千葉県の県税の納税義務を有するものにあっては、当該県税の未納がな  

い者であること。 

（８）情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の基準を満たす認証 

（JIS Q 27001 又は ISO/IEC 27001）又はプライバシーマークの認証 

（JISQ15001）を取得していること。 

 

６ 事業担当課 

  君津市教育委員会 教育センター 担当：岡本 

  〒２９９－１１９２ 君津市久保２丁目１３番１号 

ＴＥＬ ０４３９－５６－１４５１ 

ＦＡＸ ０４３９－５６－１６２７ 

  電子メール kyouiku-c@city.kimitsu.lg.jp 
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７ 選定 

（１）選定方法 

   本プロポーザルでの契約相手方は、書類審査およびプレゼンテーションに 

より、最高点を得た最優秀提案者として選定する。  

（２）審査委員会 

   本件企画提案における提案内容の審査及び導入事業の選定は、「君津市立 

小中学校学校徴収金代行システム業務委託事業者選定委員会」（以下「選定 

委員会」という）において行うこととする。 

（３）選定スケジュール 

内 容 期間等 

実施要領の公表※君津市ホームページ 令和７年７月８日（火） 

質問書の受付締切 令和７年７月２３日（水） 

質問書の回答 令和７年７月２９日（火） 

参加申込書の提出期限 
令和７年８月４日（月） 

午後５時まで 

参加資格の審査（書類審査）の実施 令和７年８月７日（木） 

参加資格の審査（書類審査）結果の通

知（送付） 
令和７年８月１４日（木） 

企画提案書等の提出期限 
令和７年９月８日（月） 

午後５時まで 

プレゼンテーション審査の実施 令和７年９月２２日（月） 

結果の通知送付 令和７年９月２５日（木） 

導入説明会 

（管理職および事務職員対象） 
令和７年１０月１０日（金） 

契約締結（学校ごと） 導入説明会後随時 

 ※状況により変更となる可能性がある。 

（４）参加申請書等の提出 

   本プロポーザルに参加を希望する場合は、募集期間内に、受付場所へ提

出書類を直接持参又は郵便（簡易書留）で提出すること。  

   ただし、直接持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く開庁日の午前９時

から午後５時までを受付時間とし、郵便の場合は、募集期限までに到着し

たものに限る。 

   ア 提出期限 

     令和７年８月４日（月）午後５時まで 



実施要領- 5 - 

 

   イ 提出先 

     上記提出方法を厳守の上、「６ 事業担当課」まで 

   ウ 提出書類 

   （ア）【様式１】公募型プロポーザル参加表明書兼参加資格確認申請書  

           （以下「参加表明書兼参加資格確認申請書」という）  

   （イ）【様式３】誓約書 

   （ウ）【様式４】会社概要書 

※会社概要がわかるパンフレット等を添付すること。  

   （エ）【様式５】業務実績一覧 

   （オ）公募型プロポーザル参加資格確認結果通知書等の返信用封筒（定  

型サイズの封筒を用意し、通知書郵送先の宛先を明記のうえ、１ 

１０円切手を貼付したもの）１枚 

   （カ）情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の基準を満たす 

認証（JIS Q 27001 又は ISO/IEC 27001）又はプライバシーマーク 

の認証（JISQ15001）を取得していることが分かる認証書の写し１  

部 

（５）参加資格の確認及びプロポーザル提案要請  

本プロポーザルの参加資格は提出された書類により審査し、その結果は  

令和７年８月１４日（木）までに参加表明書兼参加資格確認申請書に記載  

された連絡者宛に、【様式６】公募型プロポーザル参加資格確認結果通知書  

により通知するとともに、参加資格確認者には、【様式７】プロポーザル提  

案要請書により提案書の提出を要請する。  

（６）質問の受付及び回答 

提案書の作成等に関して質問がある場合は、【様式２】質問書に質問内容  

を簡潔に記載し、受付期間内に、提出場所へ、直接持参、電子メールまた 

はＦＡＸで提出すること。 

   ただし、直接持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く開庁日の午前９時  

から午後５時までを受付時間とし、電子メール・ＦＡＸの場合は、受付期  

間内に到着したものに限る。 

   ア 受付締切 

     令和７年７月２３日（水）午後５時まで 
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   イ 提出先 

     上記提出方法を厳守の上、「６ 事業担当課」まで 

   ウ 質問の回答 

     すべての参加資格確認者に対し、参加表明書兼参加資格確認申請書 

に記載された連絡者宛に、令和７年７月２９日（火）までに電子メー 

ル又はＦＡＸにより行う。 

（７）企画提案書・見積書の提出  

提出期限までに、提出場所へ提出書類を直接持参又は郵便（簡易書留）  

で提出すること。  

ただし、直接持参の場合は、土・日曜日、祝日を除く開庁日の午前９時  

から午後５時までを受付時間とし、郵便の場合は、提出期限までに到着し  

たものに限る。  

ア 提出期限  

   令和７年９月８日（月）午後５時まで  

イ 提出先  

     上記提出方法を厳守の上、「６ 事業担当課」まで 

   ウ 企画提案書および提出部数 

   （ア）任意様式（仕様書を踏まえること） 

（イ）企画提案書はＡ４版とし、表紙は様式８とする。  

（ウ）提出期限以降の企画提案書の差し替えまたは再提出は認めない。  

（エ）部数は１０部提出すること。 

エ 企画提案に関する留意点 

（ア）企画提案書（任意様式） 

   仕様書に示した業務を実施するにあたり、提案者の知見・ノウハ  

  ウ等を活かし、効果的・効率的な実施方法を企画提案すること。文  

字の大きさは 10.5 ポイント以上とすること。 

 必要に応じて、文書を補完するために必要な概念図や表、イメー  

ジ図等を使用し、提案内容をわかりやすくまとめ、表紙を含めＡ４  

判片面８枚（８ページ）以内に収めること。  

   （イ）見積書（任意様式） 

      保護者が支払うシステム利用に伴う手数料等の内訳を記載すると 

ともに、教材業者がシステムを利用する上で手数料等が発生する場  

合はその額も記載し、総額を記載すること。 
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また、保護者が支払う手数料の総額は保護者におけるシステム利 

用料上限額内とすること。 

なお、優先交渉権者と交渉し、詳細な業務委託の内容および契約 

     書について君津市立小中学校長と協議・合意したのち業務委託契約 

     を締結する。 

オ 参加辞退 

  参加表明書兼参加資格確認申請書の提出後に参加を辞退する場合は  

【様式９】プロポーザル辞退届により、その理由等を記入して、速や 

かに提出すること。 

（８）選定委員の委員構成 

 適正かつ公平に提案採用者を選定するため、君津市プロポーザル方式実  

施要綱に基づき、選定委員会を設置する。  

（９）提案採用者を選定するための審査基準  

君津市立小中学校学校徴収金代行システム業務仕様書を満たすこと、も

しくは満たしていない場合は適当な代替案が具体的に記されていること、

及び予定価格内の見積であることを必要条件とし、以下の項目を審査す

る。  

評価事項  評価項目  評価方法  配点  

提案内容  
仕様を踏まえた成果が期待

される提案内容であるか。  

書類審査  

プレゼンテーション 
３００  

業務遂行能力  

・委託業務を確実に遂行で  

きる能力があるか。  

・業務の実施体制は整って  

いるか。  

書類審査  

プレゼンテーション 
９０  

事業実績  
本業務に対する取組実績は

豊富か。  

書類審査  

プレゼンテーション  
２０  

価格  
提案内容に対して妥当な経

費内訳となっているか。  

書類審査  

プレゼンテーション  
４０  

合計４５０点満点 

（10）プレゼンテーションの実施  

   提出書類等を提出した参加資格確認者に対し、プレゼンテーションによ  

る審査を実施する。詳細は、参加表明書兼参加資格確認申請書に記載され  

た連絡者宛に、別途連絡する。  
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   ただし、プレゼンテーションに先立ち、提案書により保護者におけるシ  

ステム利用上限金額を超えている場合を含め、要求仕様項目が満たされて  

いない場合は、書類審査により失格とする。  

また、５者以上から提案書等が提出された場合は、提出書類による事前  

審査を実施し、上位４者においてプレゼンテーションを実施する。  

   なお、書類審査による失格及び５者以上から提案書等が提出された場合  

の事前審査の結果は、令和７年９月１２日（金）に参加表明書兼参加資格 

確認申請書に記載された連絡者宛に【様式１０】事前審査結果通知書によ 

り通知する。  

ア 期日 

     令和７年９月２２日（月）の市が指定した時間  

イ 場所  

     君津市生涯学習交流センター ２０２会議室  

ウ 内容  

     プレゼンテーション４０分、質疑応答（ヒアリング）１０分  

エ プレゼンテーションの内容  

  提案者の任意とする。  

   オ 参加人数 

     ３名以内 

   カ その他 

   （ア）プレゼンテーション、質疑応答（ヒアリング）は、規定の時間を  

持って終了とする。  

   （イ）プレゼンテーションに使用する機器等については、提案者が持参  

することとする。なお、スクリーンについては、市で用意するも  

のとする。 

   （ウ）準備はプレゼンテーション開始前１０分以内、片付けはヒアリン  

グ終了後１０分以内で行うこととする。  

   （エ）実施日時及び場所については変更する場合がある。その際は別途  

連絡することとする。  

   キ 審査結果の通知 

     審査の結果は、令和７年９月２５日（木）に、参加表明書兼参加資 
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    格確認申請書に記載された連絡者宛に【様式１１】審査結果通知書に 

    より通知するとともに、君津市ホームページ等で公表する。 

（11）提案採用者の決定 

   選定委員会の各委員の評価点の平均が最も高い者を提案採用者とする。 

  最高得点者が２者以上の場合は、価格点の高い者を提案採用者として決定 

する。それでもなお、同点の場合は、後日くじ引きを行う。この場合にお 

いて、該当者がくじ引きを欠席した時またはくじを引かない時は、契約事 

務に関係のない本市職員がその者に代わってくじを引くものとする。  

 また、最低基準については、各委員の評価点の平均が２７０点以上であ  

ることとする。 

提案者が１者であっても審査を行うこととし、最低基準である各委員の 

評価点の平均が２７０点以上の評価を得た場合は、その提案者を提案採用  

者として決定する。 

   なお、提案採用者の決定後、提案採用者として選定できない何らかの事 

由が生じた場合、又は業務内容について協議が整わなかった場合は、次点  

の評価点を取得した者を提案採用者とする。  

（12）無効となる企画提案 

次のいずれかに該当する場合は、提案を無効とすることがある。  

ア 提出方法、提出先及び提出期限等に適合しないもの  

   イ 作成要領等に記載された条件に適合しないもの。 

   ウ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

（13）その他 

ア この提案に関する一切の費用は参加事業者の負担とする。  

   イ 提出された提案書等は返却しないものとする。 

     なお、提出された書類について、本市情報公開条例の規定に基づ 

き、公開する場合がある。 

ウ 選定を行うに当たり、必要に応じて提案書の複製を作成することが  

ある。 

エ 市から提供された資料は取り扱いに注意するとともに、無断で本提  

案以外に使用することを禁止する。 



実施要領- 10 - 

 

オ 本プロポーザルで知り得た情報は、第三者に漏らしたり、本プロポ  

ーザルの提案以外に無断で使用してはならない。  

カ 募集期間の終了後及び提出期限後は、提出書類等の内容の追加、差  

替及び再提出の申し出には一切応じない。  

キ 審査の経緯及び内容に関しては、いかなる問い合わせにも応じな  

い。また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。  

ク 受託者の特定後、学校と受託者が協議の上、本件契約の仕様書を確 

定させることから、必要に応じ、仕様の訂正、追加、削除等を行う可  

能性があることに留意すること。 

ケ 契約は、仕様を確定させた後、最終見積りを行い、契約書を取り交 

わすことをもって成立となる。 

コ 業務責任者については、本件業務期間中は継続して従事させるこ 

と。ただし、退職等のやむを得ない事由があるときは、当該業務責任  

者と同等以上の知見を有する者を後任者とし、かつ学校長の承認を得 

ることを条件として、これを認める。  

 

８ 契約の締結 

  君津市立小中学校長は、選定委員会が最も優れた提案を行った者であると決  

 定した者と委託契約の締結交渉を行う。その際、提案金額を超えない価格で契 

約を締結する（別途学校ごとに契約書の作成は必要）。 

ただし、その者が地方自治法施行令第１６７条の４の規定のいずれかに該当  

することとなった場合、契約の締結を行わないことがある。  

 また、最も優れた提案を行った者と協議が整わない場合にあっては、次点者 

と協議の上、契約を締結する。 

 


